
平成 23 年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（防衛省） 

制 度 名 特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例 

税 目 所得税、法人税 

航空機騒音障害区域（防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和４

９年法律第１０１号。以下「環境整備法」という。）第５条第１項に規定する第二種区

域（注）をいう。以下同じ。）内に所在する個人又は法人の事業用資産を、国等に譲

渡し同区域以外の地域に買い換える場合、同区域以外の地域にある資産と交換す

る場合に適用される譲渡所得の課税の特例の措置を延長。 
（注）航空機の離陸、着陸等の頻繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しい区域 

 
 （関係条文） 

租税特別措置法第３７条、第３７条の２、第３７条の３、第３７条の４、第６５条の７、 
第６５条の８、第６５条の９、第６８条の７８、第６８条の７９、第６８条の８０ 

 

要

望

の

内

容 

 平年度の減収見込額 
（制度自体の減収額） 

  － 百万円 
（  － 百万円）
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⑴ 政策目的 

自衛隊等が使用する飛行場等周辺の航空機騒音障害区域から騒音のない地域へ
の移転を希望する住民に対して、建物等の移転補償や土地の買入れ（以下「移転の
補償等」という。）を行うことにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与す
ることを目的としている。 

 

⑵ 施策の必要性 

 防衛省が基地周辺において実施する環境整備法に基づく各種の施策は、防衛とい
う国民全体の利益のために特定の地域の住民が受けている不利益を公平の観点か
ら是正する措置であり、中でも移転の補償等は、騒音被害の抜本的な解決策として
関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与している。 

また、航空機騒音障害区域内の対象建物約 19,100 戸に対して平成２１年度ま
でに約 5,600 戸が移転しており、これまで着実に移転の進捗が図られてきてい
るものの、現時点において未だ約 13,500 戸の対象建物が騒音区域内に所在して
いる状況にあるため、引き続き、本特例措置を適用して移転に伴う建物等の所
有者の経済的負担を軽減することにより、移転の促進を図る必要がある。 

 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

移転の補償等は環境整備法第５条に基づく措置であり、防衛省に
おける政策評価に関する基本計画（防官政第 3219 号。18.3.30）に規
定する防衛省の政策評価における政策体系において、次のとおり位
置付けられている。 

政 策 目 標： 防衛施設と周辺地域との調和を図り、防衛施設の
安定的な運用の確保を図るために施策を推進する。

施策（広義）： 防衛施設の安定的運用の確保 

施策（狭義）： 基地周辺対策 

政 策 の 

達成目標 

 
航空機騒音障害区域内の対象建物約 19,100 戸について 
移転の促進を図る 

 

今

回

の

要

望

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
 ３年間延長 
 
 



 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
航空機騒音障害区域に所在する建物等の所有者からの要望が見

込まれる約５４０戸の移転 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
対象建物約 19,100 戸に対し、平成２１年度までに約 5,600 戸の移

転を実施 
 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
・適用事業者数(見込み件数） 

平成２３年度 １０７件（個人： ９２件、法人： １５件） 
平成２４年度  ８７件（個人： ７７件、法人： １０件） 
平成２５年度  ８７件（個人： ７７件、法人： １０件） 

 
・適用事業者の範囲 

航空機騒音障害区域内に事業用資産を有する個人及び法人 
 有 

効 

性 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
本特例措置は、移転に伴う経済的負担を軽減するために活用され

ており、事業開始(昭 49’)から平成２１年度までに約５，６００戸が移
転するなど、その促進に大きな効果をもたらしている。 

平成１９年度から平成２１年度までの移転戸数８０６戸の所有者の
うち約４００人から意見を聴取したところ、その７５％が「本特例措置
は航空機騒音障害区域内からの移転を決める要因の一つになった」
と回答し、そのうち３人に１人は「本特例措置が無ければ移転が困難
であった」と回答していることから、本特例措置が延長されなかった場
合、航空機騒音障害区域内からの移転の促進が図られず、政策目
的の実現が困難となるおそれがある。 

 

当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

 
なし 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
（予算上の措置等の要求内容） 
 建物等の移転補償及び土地の買入れ等に要する経費 
 
（平成２２年度予算額） 
 一般会計 １０２億円 
 

相 

当 

性 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
 航空機騒音障害区域内に所在する個人又は法人の事業用資産を
国等に譲渡し同区域以外の地域に買い換える際、資産の譲渡による
収入金額(上記予算をもって行う移転補償等の金額)の全額に課税さ
れた場合、補償金による移転促進効果が減殺されることから、買換
資産の取得を容易にするために本特例措置により譲渡所得に係る
所得税又は法人税の一時的な負担を軽減するもの。 
 



要望の措置 

の 妥 当 性 

 
本特例措置は、移転に伴う建物所有者等の経済的負担を軽減す

るものであり、航空機騒音障害区域内からの移転の促進を図るとい
う政策目標を達成する手段として的確であり、他の補助金等による支
援措置や義務付け等で、騒音区域からの移転の促進を図るための
有効な手段はなく、一方、建物等の所有者においては航空機の著し
い騒音のために移転を余儀なくされるものであって、課税の公平原
則に違背するものではない。 

したがって、譲渡所得の課税の特例措置を採ることが、その適用
実態等からみても妥当である。 

また、自衛隊や米軍が使用する飛行場は、航空機の配備機種の
更新や新規又は追加配備などの態様変更に伴い騒音状況が大幅に
変化(注)するという性質を有しており、防衛施設の安定的な運用の確
保を図る観点からも、騒音が継続する限り、周辺住民からの移転要
望に応えていく必要がある。 

以上のことから、本制度を存置することは、政策目的を実現する上
で、極めて重要である。 

(注)移転対象戸数は、昭.53 年の初回指定以降、態様変更に伴う騒音区域の追

加指定により約 7,700 戸が増加。 

 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
・過去３か年の適用実績 
（平成１９年度） 適用事業者  ４３件（うち法人 ８件）、 

減収額１６４百万円、損金算入額８２８百万円 
（平成２０年度） 適用事業者  ９７件（うち法人 ５件）、 

減収額２８１百万円、損金算入額１，５８６百万円 
（平成２１年度） 適用事業者１４５件（うち法人１３件）、 

減収額８４１百万円、損金算入額３，５０９百万円 
 
・適用事業者は、航空機騒音障害区域内に事業用の資産を有する

個人及び法人であり、特定の事業者に偏ってはいない。 
 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
前述したとおり、平成１９年度から平成２１年度までの移転戸数８０

６戸の所有者のうち約４００人から意見を聴取したところ、その７５％
が「本特例措置は航空機騒音障害区域内からの移転を決める要因
の一つになった」と回答し、そのうち３人に１人は「本特例措置が無け
れば移転が困難であった」と回答している。 

このように、建物等の所有者は、移転に伴い生じる経済的な負担
を軽減するために本特例措置を活用しており、建物等の移転の促進
に有効性があることを確認している。 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
航空機騒音障害区域内に所在する建物等の移転の促進 

 

こ
れ
ま
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租
税
特
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用
実
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前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
対象建物約 19,100 戸に対し、平成１７年度までに約 4,600 戸の移

転を実施しており、前回要望時の平成１８年度から平成２１年度まで
の間に約 960 戸の移転を実施した。 



これまでの 

要 望 経 緯 

昭和４９年度 創設 
昭和５０年度 適用期限について改正（５年延長） 
昭和５５年度 適用期限について改正（５年延長） 
昭和６０年度 適用期限について改正（５年延長） 
平成０２年度 適用期限について改正（１年延長） 
平成０３年度 適用期限について改正（５年延長） 
平成０８年度 適用期限について改正（５年延長） 
平成１３年度 適用期限について改正（５年延長） 
平成１８年度 適用期限について改正（５年延長） 

 

 


